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Ⅰ みよし市総合計画審議会条例 

 
 

○みよし市総合計画審議会条例 

平成10年３月25日（条例第１号） 

改正 平成18年３月24日（条例第20号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、み

よし市総合計画審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市長の諮問に応じて、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため、みよし

市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員25名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公共的団体の役職員 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 市内に住所を有する者 

(4) 市長が必要と認める者 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務

を代理する。 

（委員） 

第５条 委員の任期は、第２条の職務の終了までとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

 

 

 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月24日条例第20号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 
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Ⅱ みよし市総合計画審議会委員名簿 

 
区  分 団  体 氏  名 備  考 

公共的団体の役職員 
（第3条2項1号） 

13名 

区長会代表 柘 植 昭 敏 西一色区長 

青年会議所代表 井 上 将 成 一般社団法人愛知中央青年会議所専務理事 

社会福祉協議会代表 鈴 木   淳 社会福祉法人みよし市社会福祉協議会会長 

保健対策推進協議会代表 櫻 井   充 みよし市保健対策推進協議会会長 

文化協会代表 冨 樫 佐智子 みよし市文化協会会長 

スポーツ協会代表 清 田 由 雅 みよし市スポーツ協会会長 

工業経済会代表 竹 村   勉 みよし市工業経済会会長 

商工会代表 鰐 部 兼 道 みよし商工会会長 

民生児童委員協議会代表 久 野 文 仁 みよし市民生児童委員協議会会長 

子育てクラブ連絡協議会代表 深 谷 彰 子 みよし市子育てクラブ連絡協議会会長 

小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表 日比野 貴 史 みよし市小中学校ＰＴＡ連絡協議会副会長 

ＮＰＯ代表 新 谷 千 晶 あいちＮＰＯ市民ネットワークセンター理事長 

果樹組合代表 竹 谷 明 永 みよし市果樹組合組合長 

学識経験を有する者 
（第3条2項2号） 

3名 

東海学園大学 伊 藤 久 司 東海学園大学 経営学部 学部長 

愛知教育大学 佐 野 真 紀 愛知教育大学 現代学芸課程 准教授 

愛知工業大学 近 藤 元 博 愛知工業大学 総合技術研究所 教授 

市内に住所を有する者 
（第3条2項3号） 

4名 
公募市民 

桐 山 直 子   

石 田 奈 実   

柏   佳 恵   

加 藤 正 二   

市長が必要と認める者 
（第3条2項4号） 

5名 

教育委員会代表 近 藤 憲 司 みよし市教育委員会委員 

農業委員会代表 岩 田 信 男 みよし市農業委員会会長 

都市計画審議会代表 三 宅 章 介 みよし市都市計画審議会会長 

地域公共交通会議代表 伊豆原 浩 二 みよし市地域公共交通会議会長 

トヨタ自動車株式会社 小 玉 寿 仁 総務部 渉外室 担当部長 

委員総数25名（条例：25名以内） 
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Ⅲ 第２次みよし市総合計画後期基本計画の 

策定スケジュール 
 

第２次みよし市総合計画の見直しについて 

１ 見直しの目的 

第２次みよし市総合計画は、平成３０(２０１８)年度末に策定し、現在３年が経過したところで

す。この間、気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化、カーボンニュートラルへの取組、ＳＤＧｓの

浸透、デジタル化の推進、新型コロナウイルス感染症の流行等、市政を取り巻く環境が刻々と変化

しています。これらの社会経済情勢の移り変わりに対応していくため、また各施策の進捗状況を検

証し、新たな取組の方向性や目標を見定めるために実施します。 
 

２ 総合計画の体系 

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成されています。 
 

⑴ 基本構想（計画期間：令和元(２０１９)年度から令和２０(２０３８)年度までの２０年間） 

市の目指す将来像とそれを実現するための基本目標を掲げ、これからのまちづくりの方向性

を定めたもの 
⑵ 基本計画（計画期間：令和元(２０１９)年度から令和１０年度（２０２８）年度までの１０年間） 

基本構想に掲げる基本目標を達成するために必要な具体的な取組を分野ごとに示したもの   
※ 中間年である令和５(２０２３)年に見直しを実施 

⑶ 実施計画（計画期間：令和元(２０１９)年度から３年ごと） 

基本計画に定めた取組内容に従って、具体的な各年度の事業内容を明らかにしたもの 
※ 毎年度ローリング方式で見直しを実施 

 
３ 計画期間 

年度 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

基本

構想 

 

                   

基本

計画 

 

                   

実施

計画 

 

 

 

                 

 
 
 

 

 

 
 

４ 見直し事項 

  基本計画の評価検証を行い、課題や今後の方針を整理し、「現状と課題」、「取組分野・取組項目

のねらい」、「目標指標の目標値」、「主な取組」を再検討します。 
   
５ 見直しの基本的な考え方 

第２次みよし市総合計画は、計画期間を見据えて、総合計画審議会での議論等、多くの市民の参

画を得て策定されたことから、次の考え方に基づき見直しを行うこととします。 
 

⑴ 今回は、新たな計画の策定ではなく、中間年での見直しであることから、現計画の基本構想、

基本計画内の基本的な枠組み、方向性は維持します。 
⑵ 計画策定後に生じた社会経済情勢の変化や新たな課題に対応するため、新たな政策の展開を盛

り込みます。 
⑶ 計画の指標となる人口指標などの見直しを行います。 
⑷ 基本計画に位置づけた目標指標の達成状況を評価し、目標値の必要な見直しを行います。 

 
６ 策定体制 

⑴ 総合計画審議会 

各団体の代表者等で構成する総合計画審議会を設置し、市長の諮問に応じて総合計画基本計画

の見直しについて総合的に調査審議を行います。 
⑵ 総合計画策定本部 

全庁的体制により総合計画基本計画の見直しを行います。 
 

① 総合計画策定本部 
副市長を本部長、教育長を副本部長とし、全部長級職員で構成します。 
総合計画の策定に関する総合調整を行います。 

② 専門部会 
策定本部からの指示に基づく調査、研究及び資料収集をするための専門部会を設置します。 
部長級及び次長級職員で構成します。 

③ 作業部会 
専門部会からの指示に基づく調査、研究及び資料収集をするための作業部会を設置します。 
課長級及び副主幹級職員で構成します。 

 

２０年間 

１０年間 
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■後期基本計画の策定スケジュール 

 



5 

Ⅳ 第２次みよし市総合計画後期基本計画策定のための 

基礎調査結果 
 

１  市の現状と動向 

（１） 人口の現状と動向 

 

①人口・世帯数の推移 

令和４（２０２２）年４月１日現在、本市の人口は６万１，２１８人、総世帯数は

２万５，１０４世帯、平均世帯人員は２．４４人となっています。 

人口はこれまで増加を続けてきましたが、平成３１・令和元（２０１９）年をピークに

伸び悩んでいます。人口の自然増減※１・社会増減※２を見ると、自然増減については、平

成２６（２０１４）年以降、自然増で推移していますが、出生数が緩やかな減少傾向にあ

ることから、自然増は鈍化しつつあります。社会増減については、増減を繰り返していま

すが、全体的に社会増は縮小傾向にあります。 

世帯数は増加していますが、核家族化の進行や単独世帯の増加により、平均世帯人員は年々

減少しています。 

一方、外国人人口については、平成２６（２０１４）年以降、増加傾向が見られます。 

 
■人口・世帯数・平均世帯人員の推移（各年４月１日） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民記録 

用語解説：※１ 自然増減…（出生者数-死亡者数）で求められる。 
     ※２ 社会増減…（転入者数＋その他記載数）-（転出者数＋その他削除数）で求められる。 

 

 

 

■人口の自然増減・社会増減の推移 

362 328
262 279

200 198
127

80 

-192

307

116
41

-9

-325

5
-112 

-400

-200

0

200

400

600

800

H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2 R3

人口増減（自然増減＋社会増減） 自然増減 社会増減

（年）

（人）

 
※調査期間は調査該当年の1月1日から同年12月31日まで 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

 

 

■外国人人口割合の推移（各年４月１日） 

57,976 58,353 58,717 59,128 59,126 58,994 58,819 58,938 58,967 

1,498 1,532 1,648 1,732 1,944 2,159 2,221 2,298 2,251 
59,474 59,885 60,365 60,860 61,070 61,153 61,040 61,236 61,218 

2.5% 2.6%
2.7% 2.8%

3.2%

3.5% 3.6% 3.8% 3.7%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

日本人 外国人 外国人割合

（年）

（人）

 

資料：住民記録 

29,935 

35,891 

43,483 

52,298 

57,561 59,474 61,153 61,040 61,236 61,218 

8,844 
11,416 

14,535 
18,309 

21,358 22,299 24,141 24,363 24,843 25,104 

3.38
3.14

2.99
2.86

2.70 2.67 2.53 2.51 2.46 2.44

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H元 H6 H11 H16 H21 H26 H31 R2 R3 R4

（人・世帯） （人／世帯）
人口 世帯数 平均世帯人員

（年）
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②家族類型別割合の推移 

一般世帯の家族類別割合の推移を見ると、平成２２（２０１０）年に約４割を占めていた「夫

婦と子供から成る世帯」が、令和２（２０２０）年には３５．６％となり、年々低くなる傾向

が見られます。 

一方、「単独世帯」（世帯人員が一人の世帯）の割合は年々高くなり、令和２（２０２０）年

には３０．８％となっています。 

男女別・年齢区分別の家族類型別割合を見ると、「単独世帯」は、２５～３４歳の男性で

２７．５％と最も高い一方、同じ年齢区分の女性では１１．０％となっており、性別の違い

が見られます。女性の「単独世代」は８５歳以上で最も高く、２３．５％を占めています。 

 

 

■一般世帯の家族類型別割合の推移 

 

26.4%

27.4%

30.8%

17.8%

18.6%

18.9%

39.5%

38.4%

35.6%

6.3%

6.9%

7.3%

10.0%

8.7%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H22

H27

R2

単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦と子供から成る世帯

ひとり親と子供から成る世帯 その他の世帯

（年）

核家族世帯  
資料：総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

■男女別・年齢区分別の家族類型別割合（令和２（２０２０）年） 

12.9%

27.5%

16.2%

13.6%

13.1%

11.4%

9.8%

13.2%

1.1%

11.7%

8.4%

10.3%

25.2%

47.9%

50.5%

32.4%

86.1%

63.0%

44.9%

63.6%

61.1%

42.8%

23.4%

20.4%

12.7%

5.5%

11.5%

5.5%

4.8%

5.3%

4.8%

3.2%

3.0%

6.7%

8.4%

11.5%

10.4%

7.0%

9.7%

14.1%

14.1%

16.3%

35.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15歳未満

15～24歳

25～34

35～44

45～54

55～64

65～74

75～84

85歳以上

単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦と子供から成る世帯

ひとり親と子供から成る世帯 その他の世帯

【男性】

 
 

5.8%

11.0%

3.9%

4.2%

7.6%

11.4%

19.5%

23.5%

1.6%

14.8%
8.8%

12.4%

32.8%

47.1%

31.4%

10.0%

84.8%

68.3%

55.3%

70.6%

60.8%

34.6%

19.3%

13.0%
3.0%

5.7%

11.5%

7.5%

7.4%

10.8%

8.0%

7.8%

10.8%

13.6%

9.5%

12.8%

11.4%

9.3%

11.8%

17.0%

14.4%

25.3%

49.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15歳未満

15～24歳

25～34

35～44

45～54

55～64

65～74

75～84

85歳以上

【女性】

 
資料：総務省「令和2年国勢調査」 
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③年齢３区分別人口割合の推移 

本市の６５歳以上人口の割合は平成元（１９８９）年が７．０％、１５歳～６４歳

人口（生産年齢人口）が７２．３％、０歳～１４歳人口が２０．７％と若い世代が多

い人口構成であったのに対し、６５歳以上人口の割合が年々上昇しています。 

近年も少子高齢化の傾向は続いており、令和４（２０２２）年には６５歳以上人口が１

８．５％、０歳～１４歳人口が１４．８％となっています。 

 
 
■年齢３区分別人口割合の推移（各年４月１日） 

20.7% 18.9% 19.5% 20.5% 19.8% 18.0% 15.6% 15.2% 15.0% 14.8%

72.3% 73.4% 72.1% 69.8% 67.7% 66.2% 66.7% 66.7% 66.7% 66.7%

7.0% 7.7% 8.4% 9.7% 12.5% 15.8% 17.7% 18.1% 18.3% 18.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H元 H6 H11 H16 H21 H26 H31 R2 R3 R4

0～14歳人口 15～64歳人口（生産年齢人口） 65歳以上人口

（年）
 
 

資料：住民記録 

 

（２） 産業の現状と動向 
 

①農業の推移 

平成１７（２００５）年以降、農業経営体数は減少傾向にあります。農業産出額及び経

営耕地面積は、平成２７（２０１５）年に増加しましたが、その後、減少しています。 

 

■農業産出額・農業経営体数・経営耕地面積の推移 

15.6
17.2 15.9

1.00

0.67

0.53

1.00

1.20

0.93

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0

5

10

15

20

25

30

H17 H27 R2

（億円）

農業産出額

（億円）

農業経営体数

（＊）

農業経営体の

経営耕地面積（＊）

＊平成17年を1.0としたときの指数 （指数）

（年）
 

 
 
資料：愛知県農林水産統計年報（平成１２年、平成１７年農業産出額） 

農林水産省「平成２７年市町村別農業産出額（推計）」（平成２７年農業産出額） 
農林水産省「令和２年市町村別農業産出額（推計）」（令和２年農業産出額） 
農林水産省「農林業センサス」（農業経営体数、農業経営体の経営耕地面積） 

 
 

用語解説：※ 農業経営体…農産物の生産を行うか、または委託を受けて農作業を行い、一定の基準を
満たす規模の事業を行う経営体をいいます。 
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②商業の推移 

小売業では平成１２（２０００）年の大型小売店舗の出店により、年間商品販売額と従

業者数が大きく増加し、その後も年間商品販売額は増加傾向にあります。事業所数はほぼ

横ばいで推移しています。 

 
■小売業の年間商品販売額・事業所数・従業者数の推移  

319.9 

547.9 
601.3 604.5 602.2 

658.1 

748.2 

1.00 0.99 1.02 0.96
0.82

0.90 0.96

1.00

1.84 1.84 1.84

1.60
1.68

1.88

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H9 H14 H16 H19 H24 H26 H28

（億円）

年間商品販売額

（億円）

事業所数

（＊）

従業者数

（＊）

＊平成9年を1.0としたときの指数
（指数）

（年）

 
※「商業統計調査」と「経済センサス-活動調査」とでは集計対象等が異なるため、単純比較は

できません。 

 
資料：経済産業省「商業統計調査」（平成９年～平成１９年、平成２６年） 

総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」（平成24年、平成２８年） 

 
 

 
 

③工業の推移 

平成１７（２００５）年以降、事業所数は減少傾向にあります。従業者はおおむね横ば

い、製造品出荷額等は年次による変動はありますが、増加傾向で推移しています。 

 

 

■製造品出荷額等・事業所数・従業者数の推移 

7,547

9,949

8,357 8,759
9,689

10,836

1.00 1.04 
0.94 0.89 0.87 0.87 

1.00 

1.21 

1.04 
1.18 1.11 1.12 

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H17 H20 H23 H26 H29 R2

（億円）

製造品出荷額等

（億円）

事業所数

（＊）

従業者数

（＊）

＊平成17年を1.0としたときの指数 （指数）

（年）

 
※調査対象は従業者４人以上の事業所 

資料：経済産業省「工業統計調査」 
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（３） まちの都市機能の状況 

 

①土地区画整理事業 

増大する住宅需要に対応していくため、昭和４６（１９７１）年から三好第一土地区画整

理事業（東陣取山、西陣取山、東蜂ヶ池）が着手され、昭和５６（１９８１）年からは三好

ヶ丘ニュータウンの整備を進めてきました。市全体で令和３（２０２１）年度までに施行中

を含め９地区、約４７９ｈａ（４．７９ｋ㎡）、市街化区域の約４５％で土地区画整理事業が実

施されています。 

 

②都市施設（道路、公園、下水道） 

都市計画道路は、計画総延長６８．４１ｋｍ、令和３（２０２１）年度では整備済延長５５．

９２ｋｍ、整備率は８１．７％となっています。 

公園は、土地区画整理事業の実施に伴って着実に増加し、１人当たりの公園面積は平成１０

（１９９８）年度の９．７１ｍ２から、令和３（２０２１）年度では１６．４２㎡へと増加して

います。 

下水道などの汚水処理普及率は、平成１０（１９９８）年度の６２．７％から、令和３（２

０２１）年度では９８．７％まで進んでいます。 

 

③交通体系 

交通体系は、昭和５４（１９７９）年の名鉄豊田線の開通、平成２（１９９０）年の一般国

道１５３号バイパスの完成、平成５（１９９３）年の東名三好インターチェンジの開通、平成

１３（２００１）年のさんさんバスの本格運行開始により、本市の骨格が形成されました。 

さんさんバスは２路線で運行してきましたが、令和４（２０２２）年４月の路線再編に伴い

３路線とし、市中心部から三好ケ丘駅を経由して豊田厚生病院をつなぐ、従来よりも速達性を

もった新しい路線が誕生しました。 

 

④医療体制（市民病院） 

昭和５２（１９７７）年から町が運営してきた「町立三好病院」は、平成１３（２

００１）年に「町民病院（現在はみよし市民病院）」として現在地に新築移転し、整備・

充実されました。 

みよし市民病院の新築移転とその後の取組により、診療科目は、それまでの７診療科か

ら、１２診療科（内科、消化器科、放射線科、外科、整形外科、リハビリテーション科、

耳鼻咽喉科、泌尿器科、小児科、皮膚科、循環器科、眼科）となりました。 

 

 

 

（４） 土地利用の現状と動向 

 

①土地利用の推移 

令和３（２０２１）年の地目別土地利用の構成割合を見ると、宅地が２９．８％と最も

多くを占めています。平成１１（１９９９）年と比較すると、宅地は６．３ポイント増加

し、農地（田・畑）は６．５ポイント減少しています。 

 

■地目別土地利用の構成割合の推移 

16.4%

15.8%

15.2%

14.1%

13.8%

13.1%

16.1%

15.8%

14.9%

13.7%

13.4%

12.9%

23.5%

25.6%

27.1%

28.3%

29.1%

29.8%

4.9%

4.2%

3.7%

3.3%

3.3%

3.3%

0.6%

0.6%

0.7%

0.6%

0.6%

0.6%

10.2%

8.6%

8.9%

7.4%

7.8%

7.8%

28.3%

29.4%

29.5%

32.6%

32.0%

32.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H11

H15

H19

H23

H28

R3

田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他（公共用地・池沼）

（年）  
資料：固定資産税概要調書 

②用途別土地利用の現状 

市域のうち、都市の居住や工業・商業の立地を促進する市街化区域が３３．８％を占め

ています。市街化区域のうち主な用途は、住居系が１９．８％、次いで工業系が１２．９％

となっています。 

市街化調整区域は市域の６６．２％で、その中の農用地は市域の１９．７％を占めてい

ます。 
 

■用途別土地利用の割合（令和３（２０２１）年度末） 

 

 
 

 

 

 

 

 

資料：都市計画課、産業課 

住居系 19.8%

工業系 12.9%

商業系 1.1%

農用地 19.7%

その他 46.5%

市
街
化

区

域
33.8
%

市
街

化

調

整

区 域
66.2%
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（５） 財政の現状と動向 
 

①歳入・歳出の推移 

令和３（２０２１）年度の歳入は３３８億円で、市税が最も多く４２．７％を占めています

が、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収益の悪化などにより、法人市民税が８億円

減少し、市税全体で６．９％の減となっています。また、国庫支出金も、新型コロナウイルス

感染症対策による特別定額給付金の皆減により大きく減少しています。 

令和３（２０２１）年度の歳出は３０７億円で、子育て世帯や住民税非課税世帯への臨時

特別給付金の増加などにより、民生費が２１．７％の増となり、全体の２９．７％を占めてい

ます。 
 

■一般会計財源別歳入決算状況 

42.7%

17.2%

24.2%

3.6%

12.3%

228.0 
247.5 235.4 239.6 

277.6 291.6 279.1 
264.3 273.7 

299.2 

350.2 338.8 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（億円） 市税 国・県支出金 繰入金・繰越金 市債 その他収入

市税

その他収入

市債

繰入金・繰越金

国・県支出金

（年）  
資料：財政課 

 
 

■一般会計財源別歳出決算状況 

0.7%

17.5%

29.7%

12.4%
0.1%
1.6%

1.7%
10.1%
3.1%
20.4%
2.7%

210.4 
227.9 219.3 216.6 

257.2 269.3 
253.3 240.9 244.7 

276.3 

316.9 307.8 

0
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200

250
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350

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

議会費 総務費 民生費 衛生費

労働費 農林水産業費 商工費 土木費

消防費 教育費 公債費

議会費

総務費

民生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

（年）

衛生費

 
資料：財政課 

②財政力指数・実質公債費比率の推移 

令和３（２０２１）年度の財政力指数※１（３カ年平均）は、１．４１となっています。

平成２２（２０１０）年度以降、一貫して１を超えており、一般的に「１」を超える場合、

財源に余裕がある状態であるといわれています。しかし、近年、法人市民税の一部国税化

やふるさと納税による減収額の拡大（市民の他自治体への寄付額が増加し、市民税控除額

が増加傾向）などを背景に財政力指数が低下しつつあります。 

令和３（２０２１）年度の実質公債費比率※２（３カ年平均）は、２．３％となっていま

す。この比率が低いほど、財政の健全度が高いことを表します。平成２２（２０１０）年

度以降、一貫して７．０％未満で推移し、自主的な改善努力による財政の健全化が求めら

れる基準（早期健全化基準）である２５％を大きく下回っていることから、本市の財政は

健全であるといえます。 
 
 

■財政力指数・実質公債費比率 

1.64

1.32

1.10

1.08 1.07
1.16

1.35

1.53 1.50

1.47
1.40

1.41
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（指数）

財政力指数（３カ年平均）

（年）
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3.0 3.2 3.2 3.0

2.3
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2.0

3.0

4.0
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7.0

H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3

（％）

実質公債費比率（３カ年平均）

（年）

 
資料：財政課  

 
用語解説：※１ 財政力指数…地方公共団体の財政の健全性を測る指標として一般的に使われている指標。

数値が「１」に近いほど財政力が強いとみることができます。財政力指数「１」を超え
る団体は、財源に余裕があることになり、国から地方交付税が交付されず、「不交付団
体」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 実質公債費比率…地方公共団体が地方債を借り入れた際、毎年度の元金の償還と利子の支払いが必要

になります。これに要する経費の総額を公債費といい、公債費による財政負担の程度を示すものです。一

般財源に占める公債費のほか、一部事務組合が負担する公債費への負担金や債務負担行為に基づく支出の

うち公債費に準ずるものなどの公債費類似経費を算入します。

■地方自治体規模別平均財政力指数 
区分 財政力指数

政令指定都市 0.86
中核市 0.80
施行時特例市 0.90
中都市（人口１０万人以上の市） 0.80
小都市（人口１０万人未満の市） 0.56
町村（人口１万人以上） 0.55
町村（人口１万人未満） 0.28

資料：令和３年版地方財政白書 
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２  市を取り巻く時代の流れは？ 

（１） 国及び県における施策動向 

①国の施策動向 

第2次みよし市総合計画策定以降の社会情勢の変化や関連する国の施策動向について、国の白書等を参照して整理します。 

 

 
分野①（※） 分野② 根拠資料 社会情勢の変化等 国の施策動向 

人育て ・子育て支援 

・家庭教育 

・地域で子育てを
育てる環境 

・小中学校教育 

・青少年健全育成 

令和 4 年版 

子供・若者白書 

◆こどもと家庭を取り巻く状況の変化 

○少子高齢化の進行は社会に大きな影響を及ぼし、我が国社会全体
の根幹を揺るがしかねない「有事」とも言うべき危機的な状況。 

○児童虐待の相談対応件数や不登校の件数が過去最多。 

○コロナ禍によりこどもや若者、家庭をめぐる様々な課題が深刻化。 

 （例） 

→コロナ禍により、一斉休校が行われ、地域の子育て広場や相
談機関が機能しなくなったことにより、子育ての孤立・不安、
いわゆる「孤育て」が深刻化。 

→内閣府が、２０２１年２月から３月にかけてインタビューを
行った全国１８のこどもや若者の育成支援団体からは、こど
も・若者の変化として、ストレスや不安の高まり、生活リズ
ムの乱れ、学習の遅れ、問題行動の発生などが、また、保護
者の変化として、孤独や悩みを募らせたり、生活が不安定に
なったりしている様子が指摘されている。 

※こども政策の推進に係る有識者会議 報告書より 

（今後取り組むべきこども政策の柱と具体的な施策） 

１．結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を目指す 

・若い世代の結婚や妊娠への不安や障壁の解消     ・地域子育て支援 

・子育てや教育に関する経済的負担の軽減       ・家庭教育支援 

・妊娠前から妊娠・出産に至る支援の充実       ・妊産婦やこどもの医療 

・産前産後から子育て期を通じた切れ目のない支援 

・女性と男性がともにキャリアアップと子育てを両立できる環境整備 

２．全てのこどもに、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する 

・就学前のこどもの成長の保障、幼児教育・保育の確保と質の向上   ・居場所づくり 

・全てのこどもたちの可能性を引き出す学校教育の充実 ・多様な体験活動の機会づくり 

・こどもの安全を確保するための環境整備 

・思春期から青年期・成人期への移行期にある若者への支援 

・自らの心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実 

・こどもの可能性を狭める固定的性別役割分担意識の解消、固定観念の打破 

・こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 

３．成育環境にかかわらず、誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障する 

・児童虐待防止対策の更なる強化 ・社会的養護を必要とするこどもに対する支援の充実 

・社会的養護経験者や困難な状況に置かれた若者の自立支援   ・こどもの貧困対策 

・ヤングケアラー対策      ・ひとり親家庭への支援 

・障害児支援の充実       ・いじめ・不登校対策 

・自殺対策           ・非行少年の立ち直り支援 

※こども政策の推進に係る有識者会議 報告書【概要】より 

・子育て支援 令和 4 年版 

少子化社会対
策白書 

◆新型コロナウイルス感染症の影響 

○結婚、妊娠・出産、子育てに関する人々の意識・行動についても
変化が生じるとともに、コロナ禍を契機としたＤＸ※の加速化や子
育てと両立できるリモート型の働き方への転換など新たな環境へ
の適応を図る動きも広がっている。 

 →２０２１年の婚姻件数は、２０２０年に続き減少傾向 

 →２０２１年１月から１２月の出生数の累計は前年比３．４％の減
少となり過去最低 

 

（新型コロナウイルス感染症を踏まえた少子化対策の主な取組） 

【結婚】 

・結婚新生活支援事業の支援内容の充実、地方公共団体によるＡＩ活用等マッチングシステ
ムの高度化やアプリ・ＳＮＳ活用による子育て支援情報の「見える化」等を重点的に支援
（補助率のかさ上げ） 等 

【妊娠・出産】 

・妊産婦に対する電話やオンラインによる相談支援・保健指導等の実施、幼児健康診査の個
別健康診査への切替えに対する支援等を実施。等 

【子育て】 

・子育て世帯への臨時特別給付 

・保育所等、幼稚園、地域子ども・子育て支援事業における感染拡大防止対策に係る支援 等 

（※）第 2 次みよし市総合計画の基本目標の区分に基づき分類しています。 

用語解説：※ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）…企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとと

もに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。（デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX 推進ガイドライン）より） 
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分野①（※） 分野② 根拠資料 社会情勢の変化等 国の施策動向 

人育て ・男女共同参画 令和 4 年版 

男女共同参画
白書 

◆新型コロナウイルス感染症の影響 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、男女ともに大き
いが、特に女性の就業や生活への影響は甚大（女性の就業者が多
いサービス業を直撃、女性の自殺者数が急増）。 

 

◆家族の姿の変化・人生の多様化 

○人生 100 年時代、結婚せずに独身でいる人、結婚後、離婚する
人、離婚後、再婚する人、結婚（法律婚）という形を取らずに家
族を持つ人、親と暮らす人、配偶者や親を看取った後ひとり暮ら
しをする人等、様々であり、一人ひとりの人生も長い歳月の中で
さまざまな姿をたどっている。家族の姿は変化し、人生は多様化
しており、こうした変化・多様化に対応した制度設計や政策が求
められている。 

（優先的に対応すべき事項） 
・女性の経済的自立を可能とする環境の整備 
・世帯単位から個人単位での保障・保護／無償ケア労働を担っている人への配慮 
・早期からの女性のキャリア教育 
・柔軟な働き方を浸透させ、働き方をコロナ前に戻さない 
・男性の人生も多様化していることを念頭においた政策 

生き生き ・高齢者福祉 

・介護 

令和４年版 

高齢社会白書 

◆高齢化の進展 

○65 歳以上人口は 3,621 万人となり、総人口に占める割合（高齢
化率）は 28.9％。 

（令和 4 年度の高齢社会対策の基本的な取り組み） 
・一億総活躍社会の実現 
・働き方改革の実現 
・全世代型社会保障制度の実現 
・ユニバーサル社会の実現 

安全安心 ・防災・減災 令和４年版 

防災白書 

◆大規模な自然災害の発生 

○我が国では近年、大規模な自然災害が相次いでいる。特に、平成
28 年（2016 年）熊本地震以降、平成 30 年７月豪雨、令和元
年東日本台風、令和２年７月豪雨など、ここ数年はほぼ毎年のよ
うに大規模災害が発生。 

○昨年も、令和３年７月１日からの大雨において、静岡県熱海市で
大規模な土石流が発生し、多くの犠牲者が出る痛ましい災害とな
った。 

家屋やインフラ等に対する被害の軽減や社会経済活動の維持ももちろん重要であるが、住民に
よる適切な避難行動、そのために必要な防災情報の提供、災害発生後の迅速な人命救助、そし
て災害関連死を生まないための避難所の環境改善や新型コロナウイルス感染症対策などを通じ
て、かけがえのない命を災害から守り、そしてつないでいくことの重要性が改めて認識された。 

 

（更なる災害対策の拡充） 
・個別避難計画の作成及び被災者支援システムの構築等 
・防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言 
・学校における防災教育の更なる充実         など 

 

・交通安全 令和４年版 

交通安全白書 

◆通学路における交通事故 

○昨年６月、千葉県八街市において、子供が犠牲となる痛ましい事
故が発生。このような通学路における交通安全を脅かす交通事故
は、いまだ後を絶たない。 

 

◆飲酒運転による事故 

○飲酒運転による死亡事故・重傷事故件数の推移をみると、死亡事
故、重傷事故共に減少傾向。しかし、依然としてこのような悪質・
危険な運転による重大な交通事故は後を絶たず、令和３年中の飲
酒運転による死亡事故は 152 件、重傷事故は 288 件発生。 

第１回関係閣僚会議における「子供の安全を守るための万全の対策を講じる」等との内閣総理
大臣の指示を踏まえ、「通学路等における交通安全の確保」と「飲酒運転の根絶」を柱として取
り組む。 

 

（通学路等における交通安全の確保） 
・通学路における合同点検の実施及び対策必要箇所の抽出 
・「可搬式速度違反自動取締装置」の更なる整備の推進及び効果的な速度違反取締り 
・登下校時の子供の安全確保  など 

（飲酒運転の根絶） 
・安全運転管理者の未選任事業所の一掃等、飲酒運転の根絶に向けた使用者対策の強化 
・飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進 など 
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分野①（※） 分野② 根拠資料 社会情勢の変化等 国の施策動向 

魅力 ・工業 2022 年版 

ものづくり白
書 

◆製造業を取り巻く社会情勢の変化 

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大だけでなく、半導体不足、
部素材不足、カーボンニュートラル※１への取組、ＤＸの加速など、
事業環境が大きく変化している。 

○原材料価格の高騰も事業に影響を及ぼしている。原材料価格につ
いては、元々上昇傾向にあった原油価格が、ウクライナ情勢の緊
迫によりさらに高騰したことで、素材系の業種を中心に生産コス
トの増加につながっている。 

（事業環境の変化とその取組） 

○カーボンニュートラルの実現及び人権尊重に向けた取組 
・グリーンイノベーション基金による企業支援 
・素材産業のあり方の検討 
・サプライチェーンにおける人権尊重のための業種横断的なガイドライン策定に向けた検討 
 

○ＤＸによる競争力向上 
・データ流通やデータ品質の担保に向けた取組 
・デジタル人材育成 
・国際標準化への取組 
・中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の導入・運用支援 

 

・商業 2022 年版 

中小企業白書 

◆新型コロナウイルス感染症の影響 

○２年に及ぶ新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格
の高騰、部材調達難、人材不足といった供給面の制約もある中で、
中小企業は引き続き厳しい状況。 

○宿泊業、外食業を中心に、2020 年の売上高は多くの企業が新型
コロナウイルス感染症流行前を大きく下回った。 

○地域経済においては、感染症の拡大に伴って生産・設備投資の停
滞が見られたが、足元で持ち直しの傾向を確認。キャッシュレス
化が進展。 

 

（新たな時代へ向けた自己変革力／中小企業における足下の感染症への対応） 

・事業環境の変化の激しい時代においては、自社が構築している競争優位を常に保つことができ
るとは限らないため、現在の事業について常に見直しを検討し、必要に応じて事業再構築を実
施していくことが重要。 

・観光・魅力発信 令和 4 年版 

観光白書 

◆新型コロナウイルス感染症の影響 

○２０２０年（令和２年）からインバウンド需要はほぼ蒸発し、度
重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による行動制限に伴
い国内旅行も大きく減少となるなど、新型コロナウイルス感染拡
大は、観光関連産業に甚大な影響を与えている。 

○観光については、２０２０年（令和２年）に引き続き水際対策の
徹底に加え、移動の制限や旅行控えの動きが生じたことなどによ
り、需要が大幅に減少するなど、非常に厳しい状況が続いている。 

○中部の２０２１年（令和３年）の延べ宿泊者数は、前年比１．７%
減、２０１９年比４１．２％減の３，６９４万人泊となったもの
の、いずれも全国平均より減少幅は小さい。 

（令和４年度に講じようとする施策） 

○新型コロナウイルス感染症の対応と観光の復活 

・新型コロナウイルス感染症の収束後も、人口減少が進む我が国では、観光による内外との
交流人口の拡大を通じた地域活性化の重要性に変わりはない。 

・「新たなＧｏ Ｔｏ トラベル事業」や地域観光事業支援による需要喚起に加え、ワーケーシ
ョン※2、「第２のふるさとづくり（何度も地域に通う旅、帰る旅）」等、新たな旅のスタイ
ルの普及による交流市場を開拓するほか、観光産業の変革を進め、観光地等におけるデジ
タル実装、観光産業や観光地の再生・高付加価値化、地域独自の旅行商品の創出等により、
豊かさを実感できる稼ぐ地域を実現する。 
 

○観光立国の実現に向けた観光施策 

・ポストコロナに向けた環境整備 

・地域の観光コンテンツの造成・磨き上げ  など 

 

・農業 令和 3 年度 

食料・農業・農
村白書 

◆令和３年度における特徴的な動き 

○新型コロナウイルス感染症による影響が継続 

○みどりの⾷料システム戦略に基づく取組が本格始動 

○農林水産物・⾷品の輸出額が 1 兆円を突破 

○スマート農業・農業のＤＸを推進 

○新たな国民運動「ニッポンフードシフト」を開始 

○加工⾷品の国産原料使用の動きが拡大 

○半農半 X※3 など多様な農業への関わり方が展開 

（令和４年度食料・農業・農村施策／施策の重点＞ 

・新たな「食料・農業・農村基本計画」（令和２（2020）年３月閣議決定）を指針として、
食料自給率・食料自給力の維持向上に向けた施策、食料の安定供給の確保に関する施策、
農業の持続的な発展に関する施策、農村の振興に関する施策及び食料・農業・農村に横断
的に関係する施策等を総合的かつ計画的に展開。 

 

・「農林水産業・地域の活力創造プラン」（令和３（2021）年 12月改訂）に基づき、これ
までの農政全般にわたる改革に加えて、スマート農林水産業の推進、農林水産物・食品の
輸出促進及び農林水産業のグリーン化を進め、強い農業・農村を構築し、農業者の所得向
上を実現するための施策を展開。 

 

用語解説：※1 カーボンニュートラル…温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味する。 
※2 ワーケーション…ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語。テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園等、普段の職場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うこと。 
※3 半農半 X（はんのうはんえっくす）…農業と他の仕事を組み合わせた働き方のこと。 
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分野①（※） 分野② 根拠資料 社会情勢の変化等 国の施策動向 

自然環境 ・緑のまちづくり 

・地球環境の保全 

・循環型社会 

令和４年版 

環境白書・循環
型社会白書・生
物多様性白書 

◆気象災害のリスクの高まり 

○国内外で深刻な気象災害等が発生し、地球温暖化の進行に伴い、
今後、豪雨や猛暑のリスクがさらに高まると予想。 

○観測記録を塗り替える高温、豪雨、大雪による大きな災害が、我
が国の農林水産業・農山漁村の生産や生活の基盤を揺るがしかね
ない状況。 

 

（総合的な施策等に関する報告） 

・我が国は２０５０年までのカーボンニュートラルを目指すことを宣言するとともに、２０３０
年度において温室効果ガスを２０１３年度から４６％削減することを目指し、さらに５０％の
高みに向けて挑戦を続けていくことを表明。この挑戦のためには、あらゆる主体の取組の更な
る後押しと、ライフスタイルの転換が必要です。さらにＤＸの活用などにより、「脱炭素」、「循
環経済」「分散・自然共生」という多角的な切り口によるアプローチでＳＤＧｓにも取り組みつ
つ、私たちや将来世代が安心して暮らすことができるグリーン社会を作っていく。 

・新しい資本主義のもとで地域の Well-being をもたらし、デジタル田園都市国家構想※１を実現
に近づけていくこと、つまりＤＸを活用しつつ、地域のＳＤＧｓである地域循環共生圏の拡大
と深化が鍵となる。 

 

快適 ・河川 

・公共交通 

・道路 

・市街地整備 

・景観 

・住まい 

令和４年版 

国土交通白書 

◆気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化 

○近年、異常気象は激甚化・頻発化しており、長期的な傾向として
雨の降り方が変化している。気象災害をもたらす大雨・短時間強
雨の頻発化の背景には、地球温暖化の影響があると考えられてい
る。 

○気候変動により、将来的にも世界的に異常気象が増加する可能性
が指摘されている。気温上昇や雨の降り方の変化により、熱中症
や気象災害等のリスクが高まっていくことが懸念される。 

（脱炭素社会の実現に向けた国土交通分野における取組み） 

○再生可能エネルギー等への転換に向けた取組み 

・インフラを活用した再生可能エネルギーの利活用拡大（洋上風力発電、太陽光発電等） 

・水素・アンモニア等のサプライチェーンの構築 

○脱炭素型ライフスタイルへの転換に向けた取組み 

・脱炭素社会の実現に向けては、企業等の取組みによる技術革新とともに、わたしたちの暮
らしそのものを脱炭素型に変えていく取組みも重要である。 

ま ち づ く
り の 進 め
方 

・行政組織 令和 4 年版 

地方財政白書 

◆デジタル技術の活用の重要性 

○高齢化や過疎化などの社会課題に直面する地方にこそ、新たなデ
ジタル技術を活用するニーズがある。 

（最近の地方財政をめぐる諸課題への対応） 

・デジタル技術の活用によって、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済
社会を実現するデジタル田園都市国家構想の推進が必要。 

・総務省が策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」（令和 2 年
12 月 25 日）では、地方公共団体が取り組むべき主な重点取組事項として、①地方公共団体
の情報システムの標準化・共通化、②マイナンバーカードの普及促進、③地方公共団体の行政
手続のオンライン化、④地方公共団体の AI・RPA の利用促進、⑤テレワークの推進、⑥セキ
ュリティ対策の徹底を示している。 

 

・全分野 ＳＤＧｓアク
ションプラン 

２０２２ 

◆新型コロナウイルス感染症の影響 

○新型コロナウイルス感染症の拡大は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
の様々な分野に深刻な影響を与えている。 

○新型コロナウイルス感染症拡大により脆弱層への影響が生じ、ジェンダ
ー間の格差や子どもの貧困率など、日本国内でも様々な既存の課題が一
層浮き彫りになったが、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に
進むなど、社会が変わっていく確かな予感も生まれている。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために実施された学校休
業や外出自粛等を受け、生活環境が変化し、ＤＶや性暴力、児童
相談所における児童虐待の相談対応件数などが増加している。 

 

◆ＳＤＧｓの浸透 

○ＳＤＧｓ採択から 6 年が経ち、日本国内でＳＤＧｓに関する認知
度は大きく高まり、ＥＳＧ※２投資の拡大などを受けて、企業経営
にＳＤＧｓが浸透した。また、学習指導要領に持続可能な開発の
ための教育（ＥＳＤ）の理念が盛り込まれたり、再エネ導入が着
実に進展したりするなど、日本国内でＳＤＧｓの考え方が浸透し
てきている。 

（「SDGs アクションプラン 2022」の重点事項） 

○People 人間：感染症対策と未来の基盤づくり 

・6 月までの可能な限り早いタイミングで新たな「グローバルヘルス戦略」を策定 

・子ども中心の行政を確立するための新たな行政組織を２０２３年中に設置  など 

○Prosperity 繁栄：成長と分配の好循環 

・デジタル田園都市国家構想の実現 

・新たに複数の地方公共団体が連携して実施する脱炭素化やデジタル化に関する取組に対し
ても支援  など 

○Planet 地球：地球の未来に貢献する 

・２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、温暖化対策を成長につなげるクリーンエ
ネルギー戦略を策定し、強力に推進  など 

○Peace 平和：普遍的価値の遵守 

・ＤＶ・性暴力対策の強化や、児童虐待や子どもの性被害の防止のための取組を国内実施・
国際協力の両面において推進  など 

○Partnership パートナーシップ：絆の力を呼び起こす 

・ＳＤＧｓ達成に向けた取組を加速  など 

用語解説：※１ デジタル田園都市国家構想…デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方を活性化し、持続可能な経済社会の実現を目指すもの。 
     ※２ ＥＳＧ…従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の視点も考慮した投資のこと。 
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②県の施策動向 

愛知県の長期計画である「あいちビジョン２０３０」を参照して、今後の本県及び西三河地域の目指すべき姿と県の施策動向を整理します。 

 

根拠資料 今後の目指すべき姿 県の施策動向 

あいちビジョン２０３０ 

（2020 年 11 月策定） 

（めざすべき愛知の姿） 

１ 危機に強い愛知 

 ～感染症や自然災害等のリスクに負けない強靱な地域へ～ 

２ すべての人が生涯輝き、活躍できる愛知 

 ～多様性を尊重し、豊かな時間を楽しみながら、全員が活躍する社会へ～ 

３ イノベーションを創出する愛知 

 ～柔軟な働き方の中で、世界とつながり、新たな挑戦と未来を拓く創造が
可能な社会へ～ 

４ 世界から選ばれる魅力的な愛知 

 ～県土をスマートに活用しながら、スーパー・メガリージョンのセンター
を担い、首都圏の社会経済的な機能を代替しうる大都市圏へ～ 

 

（地域別の取組方向） 

▼西三河地域のめざすべき将来像 

 

「自動車産業を中心とする産業の活力を 

地域経済や暮らしの豊かさに波及させながら、 

愛知の発展を牽引する地域」 

 

 

（地域別の取組方向） 

▼西三河地域の地域づくりの方向性 

１ 性別等に関わらず全員が活躍できる暮らしやすい地域 

２ 基幹産業である自動車産業を始め、産業で世界をリードする地域 

３ 広域交通ネットワークに支えられ、全国・世界との交流が活発な地域 

４ 災害に強く、自然と調和した地域 

 

▼西三河地域の主な政策（本市に関連する主なもののみ抜粋） 

１ 性別等に関わらず全員が活躍できる暮らしやすい地域 

  ・中小企業向けに外国人雇用に関するセミナーを開催するとともに、定住外国人向けの就労支援の実施
などにより、外国人雇用を促進する。 

  ・三好特別支援学校の教室不足を解消するため、豊田市内への新設校設置に向けて、豊田市との協議を
進める。 

 

２ 基幹産業である自動車産業を始め、産業で世界をリードする地域 

  ・水素ステーションの整備促進、次世代自動車の高度部材の開発支援など、次世代自動車関連産業の育
成・振興を図る。 

 

３ 広域交通ネットワークに支えられ、全国・世界との交流が活発な地域 

  ・自動車を中心とするモノづくり産業や、醸造業、窯業といった地場産業、和紙などの郷土工芸品等を
活かした産業観光を推進する。 

  ・知立まつりを始め、愛知を代表する伝統文化である山車まつりの保存・継承を図るとともに、その魅
力を地域一丸となって国内外に発信する。 

  ・アジア競技大会開催に向けて、開催準備などを進めるとともに、大会を活用した地域活性化を促進す
る。 

 

４ 災害に強く、自然と調和した地域 

  ・市街地等の浸水被害の軽減を図るため、境川流域、猿渡川流域における総合的な治水対策を推進する。 

  ・豪雨の発生が増加傾向にある中、土砂災害などの発生リスクの増大を踏まえ、治山施設や土砂災害防
止施設の整備及び老朽化対策を進め、土砂災害被害の軽減を図る。 

  ・BCP 策定マニュアルの提供や、啓発講座の開催などにより、大規模災害時等における中小企業・小規
模事業者等の業務継続・再開に向けた取組を支援する。 

  ・充電インフラや水素ステーションの整備を促進するなど、環境性能に優れた EV・PHV・FCV を始め
とする次世代自動車の普及拡大に向けた取組を進める。 

  ・生態系ネットワーク協議会（西三河、西三河南部、東部丘陵）の取組を始め、地域との連携のもと、
生態系ネットワーク形成に向けた取組を推進する。 
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（２） 市内外における近年の諸動向 

分野ごとに指標を設定して統計データを収集・整理し、近隣都市間で比較することによ

り、市外の動向を把握するとともに本市の特徴を明確にします。 

 

 

■調査指標 

分野 指標 調査年度 資料 

人口・世帯 

□人口増減率 
Ｈ２７（2015） 

Ｒ２（2020） 

総務省「国勢調査」 

□自然増減率 Ｒ３（2021） 
総務省「住民基本台帳に基づく人口、
人口動態及び世帯数調査」 

□社会増減率 Ｒ３（2021） 
総務省「住民基本台帳に基づく人口、
人口動態及び世帯数調査」 

□年少人口比率 Ｒ２（2020） 総務省「国勢調査」 

□老年人口比率 Ｒ２（2020） 総務省「国勢調査」 

□平均年齢 Ｒ２（2020） 総務省「国勢調査」 

□合計特殊出生率 
Ｈ２５（2013）～ 

Ｈ２９（2017） 

厚生労働省「人口動態保健所・市区町
村別統計」 

□単独世帯割合 Ｒ２（2020） 総務省「国勢調査」 

□核家族世帯割合 Ｒ２（2020） 総務省「国勢調査」 

経済基盤 

□人口一人あたり製造品
出荷額等 

Ｒ１（2019） 経済産業省「工業統計調査」 

□人口一人あたり商業年
間商品販売額 

Ｈ２８（2016） 
総務省・経済産業省「平成 28 年経済
センサス-活動調査結果」 

参画協働 
□審議会等における女性

委員登用率 
Ｒ３（2021） 

総務省「地方公共団体における男女共
同参画社会の形成又は女性に関する
施策の推進状況」 

行政基盤 
□財政力指数 Ｒ２（2020） 総務省「令和 2 年度地方公共団体の

主要財政指標一覧」 □実質公債費比率 Ｒ２（2020） 

その他 
□ふるさと納税受入額、

受入件数 
Ｒ３（2021） 

総務省「ふるさと納税に関する現況調
査結果」 

 

■調査対象都市 

豊田市＊、日進市、刈谷市＊、長久手市、豊明市、東郷町、 

岡崎市＊、碧南市＊、安城市＊、西尾市＊、知立市＊、高浜市＊、幸田町＊ 

（＊）西三河地域 
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■調査結果 

＜本市の主な特徴＞ 

○近年の人口増減率は下位３位であり、近隣都市の中で人口の伸びは小さくなっています。 

○老年人口比率、平均年齢が低く、年少人口比率は比較的高いことから、若い人口構成といえます。 

○合計特殊出生率は上位２位と高くなっています。 

○人口一人当たりの製造品出荷額等及び商業年間商品販売額は上位３位、財政力指数は上位

１位であり、産業や財政力が強いという特徴があります。 

みよし市 豊田市 日進市 刈谷市 長久手市 豊明市 東郷町 岡崎市 碧南市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 幸田町

人口増減率（％）
2015年／2020年

0.23 -0.05 4.03 2.72 4.45 0.24 2.44 0.95 1.56 2.09 0.63 2.40 -0.28 7.33

自然増減率（％）
2021年1月1日から同年12月31日までの自然増減

0.13 -0.09 0.24 0.14 0.40 -0.14 -0.18 -0.07 -0.27 0.03 -0.35 0.20 -0.06 0.16

社会増減率（％）
2021年1月1日から同年12月31日までの社会増減

-0.18 -0.62 0.44 -0.25 0.16 -0.32 -0.40 -0.16 0.14 -0.46 0.03 -0.52 0.45 -0.28

年少人口比率（％）
2020年

14.9 13.6 16.2 14.1 18.0 12.6 15.2 14.3 13.8 14.9 14.1 13.8 15.3 16.5

老年人口比率（％）
2020年

18.6 23.4 21.6 20.9 17.5 26.5 23.8 23.7 24.1 21.2 25.8 20.3 19.5 21.8

平均年齢（歳）
2020年

42.3 44.2 43.2 42.9 40.5 46.1 44.3 44.6 44.7 43.2 45.5 43.2 42.3 42.7

合計特殊出生率
2013年～2017年

1.80 1.65 1.85 1.80 1.67 1.52 1.62 1.66 1.57 1.75 1.58 1.72 1.66 1.76

単独世帯割合（％）
2020年

30.8 36.2 27.7 39.6 38.9 33.1 26.8 32.0 31.4 31.9 26.8 38.5 31.9 27.7

核家族世帯割合（％）
2020年

61.8 54.8 61.3 53.6 56.4 59.7 65.6 59.1 56.3 58.6 57.2 54.4 58.5 60.6

人口一人当たり製造品出荷額等※（百万円）
2019年

17.5 35.9 1.3 10.6 0.3 2.7 4.2 6.8 13.5 13.7 10.4 2.1 11.6 22.9

人口一人当たり商業年間商品販売額
（卸売業＋小売業）※　（百万円）

2016年

4.9 5.4 1.7 5.3 3.6 1.9 1.1 2.5 1.7 3.8 1.6 2.3 1.2 1.3

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況　女性比率（％）

2021年

30.0 24.6 35.7 29.9 35.1 27.3 28.0 25.0 25.6 31.4 23.1 27.3 27.7 24.1

財政力指数
2020年

1.40 1.39 1.05 1.33 1.09 0.90 0.90 1.04 1.21 1.28 0.98 1.00 1.02 1.17

実質公債費比率（％）
2020年

3.0 2.3 1.0 -2.7 -1.7 -0.3 2.0 -0.6 1.9 0.2 1.6 2.3 -0.1 1.7

ふるさと納税受入額（千円）
2021年

28,630 117,383 94,307 3,505 19,218 25,829 155,441 121,692 2,965,094 93,224 597,358 70,574 75,476 2,707,532

ふるさと納税受入件数（件）
2021年

1,470 2,255 3,153 154 877 1,893 1,199 5,152 184,057 8,132 30,786 1,229 3,392 23,983

※平成27年国勢調査の総人口を用いて、人口一人当たりの製造品出荷額等及び商業年間商品販売額を算出している

14市町の中で数値の大きい上位3自治体を着色

14市町の中で数値の小さい上位3自治体を着色
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■調査結果（グラフ） 
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Ⅴ 第２次みよし市総合計画後期基本計画策定のための 

  市民アンケート 
 

１  アンケート調査の概要 

（１） 調査目的 

第２次みよし市総合計画の基本計画が令和５（２０２３）年度に中間年を迎えるにあた

り、本市が実施している取組に対する市民の満足度や重要度、これからのまちづくりに対

する市民の意識を把握し、後期基本計画の検討にあたっての基礎資料とすることを目的と

して、市民アンケートを実施します。 

 

（２） 調査概要 

調査対象、調査方法等は以下のとおりです。 

 

■調査概要 

調査対象 １８歳以上の市民から無作為に２，５００人を抽出 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査票配布後に礼状兼督促状を送付 

調査時期 令和 4（２０２２）年１０月～１１月を予定 

 

 

 

 

（３） 調査項目 

第２次みよし市総合計画の取組の満足度及び重要度を把握するための質問と、定住に関

する意識、まちづくりへの参加状況、今後のまちづくりに対するニーズ等を把握するため

の質問で構成します。 

定住に関する意識及びまちづくりへの参加状況等、経変比較すべきものについては、前回（平

成２８（２０１６）年度）に実施した市民アンケート調査と同じ質問を設けることで、市民の

意識の変化を把握します。 

 
■調査項目 

区分 質問 前回と比較するもの 

属性 

質問１～質問７ 

性別、年齢、家族構成、同居家族の中の子どもの有無、 

同居家族の中の６５歳以上の人の有無、住まいの地域、 

居住年数 

－ 

定住に関する

意識 

質問 8 みよし市の住みやすさ ○ 

質問９ 住みやすいと回答した人のその理由 ○ 

質問１０ 住みにくいと回答した人のその理由 ○ 

質問１１ 今後の定住意向 ○ 

取組の 

満足度及び 

重要度 

質問１２ 現状の満足度、今後の重要度 － 

今後のまちづ

くりに対する

ニーズ 

質問１３ これからのみよし市の望ましい姿 ○ 

質問１４ 「こんなまちにしたい」という願い － 

まちづくりへ

の参加 

質問１５ 参加したことのあるまちづくり活動 ○ 

質問１６ 今後、取り組めると思うまちづくり活動 ○ 

その他 

質問１７ 太陽光発電システムの設置状況 － 

質問１８ デジタル機器の所有状況等 － 

自由意見 － 

 

 

２ 調査票 
市民アンケート調査票（案）は別紙のとおりです。 
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市民の皆さまへ 

 

日頃から市政に対し、ご理解・ご協力をいただきましてありがとうございます。 

みよし市では、平成３１(２０１９)年３月に「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」

を将来像とする「第２次みよし市総合計画」を策定し、市民の皆さまが笑顔で過ごすことがで

きるまちを目指してさまざまな取組を実施しています。 

第２次みよし市総合計画の基本計画が令和５(２０２３)年度に中間年を迎えることから、本

市では、これまでの取組の評価・検証を行い、令和６(２０２４)年度から令和１０(２０２８)

年度までの５年間の計画（後期基本計画）の策定に取り組んでいきます。 

つきましては、本市が実施している取組に対する満足度や重要度、これからのまちづくりな

どについて市民の皆さまの率直なご意見をお聞きすることにより、計画の検討に生かしていき

たいと考えていますので、この調査の趣旨と重要性をご理解いただき、アンケートへのご協力

をお願いいたします。 
 

令和４(2022)年  月 

みよし市長 小 山    祐  

 

 

ご記入にあたってのお願い 

⚫ ご回答は、なるべくご本人にご記入をお願いしますが、難しい場合はご家族の方などが

代わってご回答いただいても結構です。 

⚫ このアンケートは、１０月１日を基準日とし、本市に住民登録されている１８歳以上の

市民の方から２,５００人を無作為に選び、実施しています。 

⚫ ご回答いただいた内容は、どなたが記入されたか分からないように処理しますので、あ

りのままのお考えをご回答ください。 
 

インターネット回答について 

⚫ 左の二次元コードを読み取っていただくと、回答画面に移りま

すので、そちらでご回答いただけます。 

⚫ インターネットで回答された方は、郵送での回答は不要です。 

（□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□） 

※下記の短縮 URL でも回答画面に移ります。 

（□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□） 
 

回答期限 

令和４(2022)年  月  日（ 曜日） 

※返信用封筒をご利用いただく場合、切手は不要です。 

 

お問い合わせ先 ： みよし市 政策推進部 企画政策課 ＴＥＬ ０５６１-３２-８００５ 

第２次みよし市総合計画後期基本計画策定のための 

市民アンケート（案） 
～みよし市のまちづくりについてご意見をお聞かせください～ 

※インターネット回答による複数回答を防ぐための番号であり、個人を特定する番号ではありません。 

QR コード 
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各項目について、このアンケートにお答えいただくあなた自身について該当するものを１つだけ選

んで番号に○をつけてください。 

ただし、「質問４ 同居の家族の中に（自身を含む）子どもの有無」については該当するものすべて

を選んで番号に○をつけてください。（10月 1日の時点でお答えください） 

 

質問１ 【あなたの性別は】※戸籍上の性別をお答えください。 
 

 1．男        2．女        3．その他、わからない、答えたくない 

 

質問２ 【あなたの年齢は】 
 

 1．18～29 歳     2．30～39 歳     3．40～49 歳     4．50~59 歳 

 5．60～64 歳     6．65～69 歳     7．70～74 歳     8．75 歳以上 

 

質問３ 【家族構成は】 
 

 1．単身（一人）世帯  2．夫婦のみの世帯  3．親と子または祖父母と孫など二世代世帯 

 4．三世代以上世帯   5．その他（                     ） 

 

質問４ 【同居の家族の中に（自身を含む）子どもの有無は】  

※該当するものすべてを選んで番号に○をつけてください。 
 

 1．乳児（一歳未満）   2．幼児     3．小学生    4．中学生   5．高校生 

 6．大学・大学院生（短大、高専を含む）  7．社会人    8．子どもはいない 

 

質問５ 【同居の家族の中に（自身を含む）65歳以上の人の有無は】 
 

 1．有（いる）      2．無（いない） 

 

質問６ 【お住まいの地域は】 
 

 1．なかよし地域（新屋、三好上、三好下、西一色、福田、東山、好住、中島、平池、上ヶ池） 

 2．きたよし地域（莇生、福谷、高嶺、あみだ堂） 

 3．みなよし地域（明知上、明知下、打越、山伏） 

 4．おかよし地域（福谷（一部）、黒笹、ひばりヶ丘、三好丘、三好丘緑、三好丘旭、三好丘桜、三好丘あおば） 

 

質問７ 【あなたは、みよし市に何年住んでいますか】 
 

 1． 1 年未満       2． 1 年以上 3 年未満    3． 3 年以上 5 年未満 

 4． 5 年以上 10 年未満   5． 10 年以上 20 年未満   6． 20 年以上 

問１ あなた自身についてお聞きします 
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質問８ あなたは、みよし市が住みやすい市だと思いますか。１つだけ選んで番号に○をつけてください。 

   1．大変住みやすい  ⇒質問９へ   

   2．どちらかといえば住みやすい  ⇒質問９へ 

   3．どちらかといえば住みにくい  ⇒質問１０へ  

   4．大変住みにくい  ⇒質問１０へ 

 

質問９ 質問８で「大変住みやすい」または「どちらかといえば住みやすい」とお答えになった方にお

伺いします。住みやすい
・ ・ ・ ・ ・

と思う理由を選び、次の中から３つまで番号に○をつけてください。 
 

 

   1．自然環境が良い    2．住環境が良い 
 

   3．医療・福祉サービスが充実している 4．子育てがしやすい 
 

   5．買い物や外食が便利   6．道路や公園が整っている 
 

   7．電車やバスなど交通の便が良い  8．体育館や図書館などの施設が充実している 
 

   9．学びやすい施設がそろっている  10．まちが安全・安心である 
 

   11．地域での人間関係が良い  12．働く場所がある 
 

   13．住みなれていて愛着がある  14．親戚や友人が多く住んでいる 
 

15．その他（                                                 ） 
 

 

質問 10 質問８で「どちらかといえば住みにくい」または「大変住みにくい」とお答えになった方にお

伺いします。住みにくい
・ ・ ・ ・ ・

と思う理由を選び、次の中から３つまで番号に○をつけてください。 
 
 

   1．自然環境が良くない   2．住環境が良くない 
 

   3．医療・福祉サービスが充実していない 4．子育てがしにくい 
 

   5．買い物や外食が不便   6．道路や公園が整っていない 
 

   7．電車やバスなど交通の便が悪い  8．体育館や図書館などの施設が充実していない 
 

   9．学びやすい施設がそろっていない  10．まちが安全・安心でない 
 

   11．地域での人間関係が良くない  12．働く場所が少ない 
 

   13．愛着がない    14．親戚や友人があまり住んでいない 
 

15．その他（                                                 ） 
 

 

質問 11 あなたは、今後もみよし市に住み続けたいと思いますか。１つだけ選んで番号に○をつけて

ください。 
 

 

   1．今後も住み続けたい   2．どちらかといえば住み続けたい 
 

   3．どちらかといえば住み続けたくない 4．住み続けたくない 
 

  

問２ みよし市の住みよさと将来の暮らしについてお聞きします 
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質問 12 みよし市が実施する取組について、あなたが現状でどれくらい満足しているか、また、あな

たが今後どれくらい重要と考えているか、をお聞きします。 

次の施策及び取組分野について、「現状の満足度」、「今後の重要度」の回答欄からあなたの

考えに最も近いものをそれぞれ一つずつ選んで○をつけてください。 

※取組分野の詳しい内容は、「別紙：みよし市の取組分野についての説明」をご参照ください。 

 

【記入例】 

 

        質問項目 

 

 

施策・取組分野 

現状の満足度 今後の重要度 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足 

普
通 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

施策１ 安心して子どもを産み、 
育てられる環境にしよう １  ３ ４ ５  ２ ３ ４ ５ 

 
取
組
分
野 

(1)子育て支援  ２ ３ ４ ５  ２ ３ ４ ５ 

 (2)家庭教育 １ ２  ４ ５ １  ３ ４ ５ 

 (3)地域で子育てを支える環境 １  ３ ４ ５  ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

◆みよし市の総合計画とは？ 
 

これからのみよし市をどのようなまちにしていくかという「まちづくり」の基本となる重要な計

画です。基本構想・基本計画・実施計画で構成されています。 
 
 
 

 

 

１．基本構想 市の目指す将来像とそれを実現するための基本目標を掲げ、これからの

まちづくりの方向性を定めたもの 
 
 

２．基本計画 基本構想に掲げる基本目標を達成するために必要な具体的な取組を各

分野ごとに示したもの 
 
 

３．実施計画 基本計画に定めた取組内容に従って、具体的な各年度の事業内容を明らか

にしたもの 
 

 

※総合計画では、各取組分野の内容について、より詳しく記載しています

ので、こちらもご覧ください。 

  

問３ みよし市の取組の満足度と重要度についてお聞きします 

 

取組分野の満足度・重
要度を踏まえて、施策
全体の満足度・重要度

をご記入ください。 

QR 

コード 

 

２ １ 

３ ２ 

２ 

１ １ 

１ 
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【記入欄】 

 

 

 

        質問項目 

 

 

施策・取組分野 

現状の満足度 今後の重要度 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足 

普
通 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

施策１ 安心して子どもを産み、 
育てられる環境にしよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 
取
組
分
野 

(1)子育て支援 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (2)家庭教育 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (3)地域で子育てを支える環境 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策２ 心豊かな子どもを育てよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(4)小中学校教育 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (5)青少年健全育成 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策３ 文化に親しみ、交流が 
盛んなまちにしよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

取
組
分
野 

(6)生涯学習 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (7)文化・芸術 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (8)広域交流 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (9)多文化共生 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (10)男女共同参画 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

  

１ 安心して子どもを産み育て、誰もが豊かな心を育むまち 
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        質問項目 

 

 

施策・取組分野 

現状の満足度 今後の重要度 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足 

普
通 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

施策４ 豊かに暮らせるように 
みんなで助け合おう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

取
組
分
野 

(11)地域福祉 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (12)高齢者福祉 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (13)介護 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (14)障がい者福祉 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策５ 生涯にわたって健康に 
暮らせるようにしよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

取
組
分
野 

(15)地域医療 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (16)健康づくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (17)スポーツ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (18)生きがい・働きがい １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

  

施策６ 地域で支え合い、 
災害に強いまちをつくろう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(19)防災・減災 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (20)消防 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策７ 交通事故や犯罪のない 
まちをつくろう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(21)交通安全 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (22)防犯 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

２ 健康で生き生きと暮らせるまち 

 

３ 安全で安心して暮らせるまち 
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        質問項目 

 

 

施策・取組分野 

現状の満足度 今後の重要度 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足 

普
通 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

施策８ 工業のさらなる成長を 
支えよう           

 

取
組
分
野 

(23)工業 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策９ まちのにぎわいや魅力を 
生み出そう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 
取
組
分
野 

(24)商業 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (25)観光・魅力発信 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (26)地域活力 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策１０ 地域の農業と多面的機能 
     を持つ農地を守り、 

次代につなげよう 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(27)農業 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (28)地産地消 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

施策１１ 緑を守り育て、 
まちを美しくしよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(29)緑のまちづくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (30)環境美化 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策１２ 環境にやさしい 
まちにしよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(31)地球環境の保全 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (32)循環型社会 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

４ 魅力と活力があふれるまち 

 

５ 自然環境を守り未来へつなぐまち 
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        質問項目 

 

 

施策・取組分野 

現状の満足度 今後の重要度 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足 

普
通 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

施策１３ 生活の基盤が整ったまち 
をつくろう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 
取
組
分
野 

(33)土地利用 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (34)河川 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (35)下水道 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策１４ 便利で快適な住環境を 
つくろう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

取
組
分
野 

(36)公共交通 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (37)道路 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (38)市街地整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (39)景観 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策１５ 多様な世代の定住・移住 
を促進しよう １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(40)住まい １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (41)雇用対策 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 快適で暮らしやすいまち 

 



9 

  

 

        質問項目 

 

 

施策・取組分野 

現状の満足度 今後の重要度 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足 

普
通 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

不
満 

不
満 

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

施策１６ 市民が参画し、ともに 
支え合う協働のまちづくり           

 

取
組
分
野 

(42)市民の参画と協働によ
るまちづくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策１７ 透明性の高い開かれた市政 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 取
組
分
野 

(43)行政情報の公開 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (44)広報・広聴 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

施策１８ 効率的・効果的で 
安定した行財政運営 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

取
組
分
野 

(45)行政組織 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (46)行政改革・行政評価 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (47)広域連携の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (48)財政 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

 

 その他の取組分野 

 
取
組
分
野 

(49)まちの顔づくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (50)ＳＤＧｓの推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

 (51)デジタル化の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 

  

まちづくりの進め方 

 

その他 
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質問 13 あなたは、これからのみよし市がどのような姿になったら良いと思いますか。１つだけ選ん

で番号に○をつけてください。 
 

 

 

 

   1．自然環境が良い    2．住環境が良い 
 

   3．医療・福祉サービスが充実している 4．子育てがしやすい 
 

   5．買い物や外食が便利   6．道路や公園が整っている 
 

   7．電車やバスなど交通の便が良い  8．体育館や図書館などの施設が充実している 
 

   9．学びやすい施設がそろっている  10．安全・安心なまち 
 

   11．地域での人間関係が良い  12．働く場所がある 
 

   13．住みなれていて愛着がある  14．親戚や友人が多く住んでいる 
 

15．その他（                                                 ） 

 

 

 

質問 14 これからのみよし市を「こんなまちにしたい」というあなたの願いを自由にお書きください。 

※ご意見に近い分類の欄にご記入ください。 

※複数の分類に、複数のご意見をご記入いただいても構いません。 

【記入例】 

分類 「こんなまちにしたい」というあなたの願い 

①子育て・教育・青少年 子どもが希望をもって成長できるまちにしたい 

【記入欄】 

分類 「こんなまちにしたい」というあなたの願い 

①子育て・教育・青少年 
 

②生涯学習・文化・芸術・

交流・男女共同参画 

 

③福祉・介護・医療・ 

健康・生きがい 

 

④防災・交通・防犯 
 

⑤工業・商業・農業・ 

観光 

 

⑥自然環境・地球環境・ 

緑のまちづくり 

 

⑦公共交通・河川・道路・ 

景観・住まい 

 

⑧市民参画・その他 
 

問４ これからのまちづくりについてお聞きします 
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質問 15 みよし市では、市民と行政の協働によるまちづくりを推進しています。次のうち、あなたが

参加したことがある活動について、該当するものすべてを選んで番号に○をつけてください。 
 

   1． 公園の維持管理（里山づくり、遊休農地の緑地活用など） 

   2． 墓地の管理運営 

   3． 環境保全活動（ごみゼロ運動など） 

   4． 地域の道路などの管理（道路の清掃、草刈など） 

   5． 高齢者の支援（高齢者の見守り、声かけなど） 

   6． 障がい者の支援（地域社会への参加の実践など） 

   7． 生涯学習の推進（講座の企画、行政との協働による講座の開催など） 

   8． 文化や伝統の継承 

   9． 地域の文化財の管理 

   10．芸術や音楽などの推進 

      11．スポーツの普及や振興 

   12．子育て支援（子どもの読書活動や育児支援、青少年の健全育成など） 

   13．防災・減災に関する活動 

   14．防犯活動 

   15．農業振興に関する活動（農業振興のためのイベント開催など） 

   16．観光振興に関する活動（観光案内、観光情報発信など） 

   17．男女共同参画に関する活動（女性の社会進出、男性の家事育児参加等に関する活動など） 

      18．多文化共生に関する活動（日本語指導や多言語ボランティアなど） 

   19．その他（                                  ） 

   20．いずれも参加したことがない 

 

質問 16 次のうち、今後、あなたが行政と協働して取り組めると思う活動について、該当するものす

べてを選んで番号に○をつけてください。 
 

   1． 公園の維持管理（里山づくり、遊休農地の緑地活用など） 

   2． 墓地の管理運営 

   3． 環境保全活動（ごみゼロ運動など） 

   4． 地域の道路などの管理（道路の清掃、草刈など） 

   5． 高齢者の支援（高齢者の見守り、声かけなど） 

   6． 障がい者の支援（地域社会への参加の実践など） 

   7． 生涯学習の推進（講座の企画、行政との協働による講座の開催など） 

   8． 文化や伝統の継承 

   9． 地域の文化財の管理 

   10．芸術や音楽などの推進 

      11．スポーツの普及や振興 

   12．子育て支援（子どもの読書活動や育児支援、青少年の健全育成など） 

   13．防災・減災に関する活動 

   14．防犯活動 

   15．農業振興に関する活動（農業振興のためのイベント開催など） 

   16．観光振興に関する活動（観光案内、観光情報発信など） 

      17．男女共同参画に関する活動（女性の社会進出、男性の家事育児参加等に関する活動など） 

      18．多文化共生に関する活動（日本語指導や多言語ボランティアなど） 

   19．その他（                                  ） 

   20．わからない 

   21．取り組めると思うものはない 
  

問５ まちづくりへの参加についてお聞きします 
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質問 17 自宅に太陽光発電システムを設置していますか。１つだけ選んで番号に○をつけてください。 
 

  1．設置し、現在も稼働している 

  2．設置したが、現在は稼働していない 

  3．設置していない 

 

 

 

質問 18 あなたは、自分専用のスマートフォンを所有していますか。１つだけ選んで番号に○をつけ

てください。 
 

  1．所有している            2．所有していない 

 

質問 19 今後、行政手続きが電子申請できる場合は利用しますか。１つだけ選んで番号に○をつけて

ください。 
 

  1．利用する              2．利用しない 

 

 

 

 みよし市の今後のまちづくりについてご意見、ご要望がありましたら、自由にお書きください。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 

アンケートは返信用封筒に入れ、令和４(2022)年 月 日（ 曜日）までに 

ポストに投函していただきますようお願いいたします。 

問６ 太陽光発電システムについてお聞きします 

 

自由意見 

 

問７ デジタル機器についてお聞きします 
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市民アンケート調査票の４ページ～９ページに記載されている（1）～（51）の「取組分野」の詳しい

内容について説明したものを以下に示します。市民アンケート調査票の４ページ以降「問３ みよし市

の取組の満足度と重要度についてお聞きします」を回答される際に参考にしてください。 

 

 

取組分野 主な取組内容 

(1)子育て支援 

【子育て支援センターの充実】 

・子育て総合支援センターや地域子育て支援センターにおいて、子育てに対する不

安や悩みについて相談に応じています。 

【みよし市版ネウボラ※の推進】 

・妊娠期から子育て期までのさまざまなニーズに合わせた支援ができる環境づくり

を推進しています。 

※ネウボラ…フィンランドが発祥の妊娠期から出産、子どもの就学までの間、母子と

その家族を支援する仕組みのこと。 

(2)家庭教育 
【保護者への学びの支援】 

・就学前から中学生までの子どもがいる保護者を対象に支援を行っています。 

(3)地域で子育てを
支える環境 

【放課後児童クラブの環境整備】 

・児童が安心して過ごすための利用ニーズの把握と整備を行っています。 

(4)小中学校教育 

【35人学級の実施】 

・個に応じた指導・教育を行っています。 

【情報通信技術に関する教育の推進】 

・情報社会に対するノウハウや情報通信犯罪に巻き込まれないための指導・教育を

推進しています。 

(5)青少年健全育成 

【青少年健全育成の推進】 

・ジュニアクラブ・子ども会・子育てクラブの活動を支援しています。 

【少年の主張みよし市大会の開催】 

・児童生徒の意見や考え方を発表する機会として、「少年の主張みよし市大会」を開

催しています。 

(6)生涯学習 

【生涯学習講座の開催】 

・「生活創造」「国際理解」「情報・通信」などに関する生涯学習講座を開催し、市民

の学ぶ意欲をサポートしています。 

(7)文化・芸術 

【伝統芸能の保存継承の支援】 

・各種文化・芸術団体の支援・育成や史跡、歴史民俗資料館などでの歴史的資料の

保全、伝統芸能の保存継承を支援しています。 

(8)広域交流 

【友好都市との交流（国内・国際交流）】 

・士別市や木曽町との交流を行うとともに、米国コロンバス市中学生派遣・高校生

ホームステイ受け入れを通して国際交流を行っています。 

(9)多文化共生 

【多文化共生※の推進】 

・みよし市在住の外国人が地域社会の一員として生活できるよう支援を行っていま

す。 

※多文化共生…国籍や民族などの異なる人々が、文化的な違いを認め合い、対等な関

係を築こうとしながら、共に生きていくこと。 

(10)男女共同参画 

【男女共同参画の推進】 

・市民や大学生を対象にしたセミナーなどの開催やみよし男女共同参画交流ネット

登録団体の活動を支援するとともに、ＬＧＢＴ基礎講座の開催（市民向け・高校

生向け・職員向け）により、多様な性の在り方の理解促進を進めています。 

１ 安心して子どもを産み育て、誰もが豊かな心を育むまち 

 

 

別 紙 

別紙：みよし市の取組分野についての説明（案） 

～第２次みよし市総合計画後期基本計画策定のための市民アンケート～ 
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取組分野 主な取組内容 

(11)地域福祉 

【地域福祉の推進】 

・市民、ボランティア、社会福祉団体、民生・児童委員、福祉事業者、行政などが

お互いに連携した環境づくりに努めています。 

(12)高齢者福祉 

【高齢者のサポート】 

・ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が「孤立」しないように、また、認知症高齢者

を地域で見守りできる体制づくりに努めています。 

(13)介護 

【介護サービスの充実】 

・市民のニーズに応じた介護サービスが受けられる体制の充実を図り、介護が必要

な時に必要なサービスを利用できる環境の確保に努めています。 

(14)障がい者福祉 

【障がいのある人へのサポート】 

・住み慣れた地域で、障がいの種類や程度に応じた支援が受けられるように、福祉

サービスの整備・充実に努めています。 

(15)地域医療 

【救急医療対策の推進】 

・休日・夜間などの救急医療体制確保のため、西三河北部医療圏の構成市（みよし

市・豊田市）で救急医療対策を行っています。 

(16)健康づくり 

【健康づくりの推進】 

・自らが健康づくりを実践することで、さまざまなサービスが受けられる「健康マ

イレージ事業」などを実施し、市民の疾病予防と健康寿命の延伸への意識の向上

に努めています。 

(17)スポーツ 

【スポーツ活動の支援】 

・スポーツ競技団体への支援やスポーツイベントの開催などを通じて、スポーツに

関わる人への支援を行っています。 

(18)生きがい・働き
がい 

【高齢者の社会参加の支援】 

・シルバー人材センターを中心に高齢者の就労支援を行っているほか、いきいきク

ラブを支援し、多くの高齢者が地域で交流できる環境づくりを支えています。 

 

 

 
 

取組分野 主な取組内容 

(19)防災・減災 

【防災情報の発信】 

・防災情報などをいち早く伝達するため、防災行政無線の維持管理を行い、防災情

報メールや防災ラジオなどの周知・普及を進めています。 

【災害発生時に備えた対策の推進】 

・大規模地震、台風などの災害発生に備え、行政機能の維持と災害復旧の拠点とな

る市庁舎整備と、避難所指定一時避難場所となる公共施設の耐震化を終え、非常

食・資機材の整備充実に努めています。 

(20)消防 

【消防団装備の充実】 

・消防団各分団の拠点となる詰所の改修や消防団車両の更新をはじめ、計画的に装

備品を整備しています。 

(21)交通安全 

【交通安全教室の開催】 

・園児、児童、生徒、高齢者を対象とした交通安全教室の開催や、高齢者の安全運

転を促進するための教室を開催しています。 

【交通安全施設の整備】 

・安全で安心な道路交通環境を整備するとともに、ガードレールや道路照明灯、路

面表示などを設置することで道路利用者の安全確保を行っています。 

(22)防犯 
【防犯対策への支援】 

・各地域の自主防犯組織への支援や防犯灯、防犯カメラの設置を進めています。 

２ 健康で生き生きと暮らせるまち 

 

３ 安全で安心して暮らせるまち 
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取組分野 主な取組内容 

(23)工業 

【中小企業への支援】 

・中小企業の経営安定のため、融資制度の案内や、融資に係る経費の支援を行って

います。 

【企業誘致の推進】 

・地域環境に配慮しながら、新たな産業や先端企業の誘致に努めています。 

(24)商業 

【中小企業・小規模企業を支援する環境づくり】 

・商工会や産業経済団体、金融機関などと連携・協力し、中小企業と小規模企業に

対する支援体制を整備し、地域の商業の活性化に寄与する環境づくりに努めてい

ます。 

【創業の促進】 

・創業をしやすい環境を整え、商工会や金融機関などと連携・協力し、創業者を支

援しています。 

(25)観光・魅力発信 

【みよしの三大夏まつりのＰＲ】 

・世界最大の吊り下げ提灯として認定された三好稲荷閣の大提灯をはじめ「みよし

の三大夏まつり」の魅力を市内外にＰＲするほか、にぎわいのあるまちづくりを

進めています。 

(26)地域活力 

【行政区と地区コミュニティ推進協議会への支援】 

・行政区と地区コミュニティ推進協議会の自主的、主体的活動の育成及び円滑な活

動の推進を図るため、一括交付金制度の活用や、必要な情報提供や相談の実施な

どの支援を行っています。 

【地区拠点施設の整備】 

・行政区の範囲を超えた地域公益活動の拠点となる地区拠点施設の整備を、地域の

実情や特性に合わせて計画的に進めています。 

(27)農業 

【農業支援の推進】 

・農業経営の安定、担い手農家の育成をするため、農業用機器の購入などの支援を

行っています。 

【農業用水供給などの支援】 

・営農環境に必要な農業用水の安定供給のため、その維持管理や農業用水の供給を

支援しています。 

(28)地産地消 

【地産地消の推進】 

・地元産農産物の直売所情報を紹介する産直マップの配布や、地元産農産物を直接

販売する軽トラマルシェや産業フェスタみよしを実施し、地産地消を促進してい

ます。 

【食育の推進】 

・食育の普及を図るため、家庭・学校・地域などにおいて食育を推進しています。 

４ 魅力と活力があふれるまち 
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取組分野 主な取組内容 

(29)緑のまちづくり 

【公園・緑地の整備促進】 

・緑豊かなうるおいのあるまちづくりに向け、公園・緑地の魅力や安全性を向上し、

計画的に公園を整備するとともに、維持管理を行っています。 

【花苗・記念樹の配布】 

・緑豊かな景観を創出するために、花苗の地域配布・記念樹の配布を実施し、緑と

花の推進委員会による緑化を推進しています。 

(30)環境美化 

【環境美化の推進】 

・環境美化活動を行う団体に対し、ごみゼロ活動専用のごみ袋を配布するとともに、

活動に伴うごみの回収をするなど、支援をしています。 

【不法投棄防止対策の推進】 

・環境美化を推進するため、ポイ捨て禁止啓発看板の配布を行い、不法投棄の防止

に努めています。 

(31)地球環境の保全 

【脱炭素のまちづくり】 

・太陽光発電などの住宅用地球温暖化対策設備の導入や、電気自動車や燃料電池自

動車などの低公害車の導入に対する助成を行っています。 

【環境保全の推進】 

・降下ばいじんや排気ガスの調査、ため池や河川の水質調査などを実施することで、

市内の大気水質状況を監視し、環境の保全を図ります。また、事業所との公害防

止協定の締結などにより、環境の保全に努めています。 

(32)循環型社会 

【再利用資源回収率の向上】 

・リサイクルステーションの設置により、市民のリサイクル意識の向上と再利用資

源回収率の向上を推進しています。 

【生ごみ減量化の推進】 

・家庭から排出される生ごみを自ら処理することを推進し、生ごみの減量化を図る

ため、家庭用の機械式生ごみ処理機などの購入に対する助成を行っています。 
 

 

５ 自然環境を守り未来へつなぐまち 
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取組分野 主な取組内容 

(33)土地利用 

【まちづくり土地利用条例による開発などの誘導】 

・まちづくり土地利用条例に基づき、秩序ある土地利用と住環境保全に取り組んで

います。 

【地籍調査事業の推進】 

・土地の有効利用や権利を保全するため、土地の所有者、地番、地目などを調査し、

土地境界の位置と面積を明確にする地籍調査を計画的に行っています。 

(34)河川 

【河川の整備】 

・台風などの水災害に強い河川の整備を行うとともに、市民が親しみを持てる水辺

の憩いの場づくりを進めます。 

(35)下水道 

【下水道などの汚水処理の普及】 

・下水道の整備に伴い、下水道未接続家庭の接続工事を促進し、市全域の水洗化に

努めています。 

(36)公共交通 

【さんさんバスの運行】 

・子どもから高齢者まで誰もが安心して公共交通を利用でき、気軽に移動や外出が

できるようにさんさんバス・乗継タクシーの運行を行っています。 

(37)道路 

【道路の整備】 

・都市計画道路などの幹線道路の整備を進めるとともに、地域からの要請に沿って

計画的に生活道路などの整備を進めています。 

(38)市街地整備 

【住宅用地の整備促進】 

・良好な住環境を整備するとともに、円滑な交通体系を確立した利便性の高い市街

地を形成し、中心市街地の活性化を図っています。 

(39)景観 

【みどりと景観計画の推進】 

・潤いのある生活空間の創造や地域のシンボルとなる美観的に優れている樹木を 

「景観重要樹木」に指定し、その保全に向けた取組を進めています。 

(40)住まい 

【住宅の耐震化の促進】 

・市民の生命と財産を守るため、住宅の耐震診断や耐震改修工事などを支援してい

ます。 

【空き家対策の推進】 

・空き家対策として、空き家バンクを整備し、新たな住宅取得に向けた情報発信な

どの取組を進めています。 

(41)雇用対策 

【就労支援の推進】 

・若者の就労意欲の向上を図るため、就労情報の提供、相談を行っています。また、

働くことに対して意欲的な人への就労支援セミナーを開催し、就職のサポートを

行っています。 

６ 快適で暮らしやすいまち 
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取組分野 主な取組内容 

(42)市民の参画と協
働によるまちづ
くり 

【地域活動への支援】 

・行政区やコミュニティ活動など、地域自治のための自主的な活動を支援していま

す。地域課題を解決するために、行政区や市民活動団体などが主体的なまちづく

りに取り組む公益活動に対して支援しています。 

【市民活動サポートセンターの運営】 

・市民活動の情報発信や情報交換を行うことのできる市民活動サポートセンターの

運営を通し、協働のパートナー育成を進めています。 

【協働に関する職員の能力向上】 

・市民との協働を一層進めるために、協働に関する職員の能力向上を目指して職員

研修を実施しています。 

(43)行政情報の公開 

【議会の公開】 

・議会映像のインターネット配信や会議の公開など、行政の透明性の確保に取り組

んでいます。 

【個人情報の取り扱いに関する職員の能力向上】 

・個人情報の取り扱いに対して、適切な対応を行うために職員の個人情報保護への

理解を深める研修を実施しています。 

(44)広報・広聴 

【情報発信力の強化】 

・広報みよし、議会だより、ホームページ、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ、

ＳＮＳなど多様な媒体を通して、市や議会の情報を発信しています。 

【広聴活動の充実】 

・パブリックコメントや皆さまの提言箱、市長と話そう、各種市民アンケートを実

施することで、広く市民の声を集め市政運営に反映しています。 

(45)行政組織 

【職員の能力開発】 

・市民の立場に立った質の高い行政サービスを提供できるよう、職員の能力向上や

知識の習得のため、職員研修を実施しています。 

(46)行政改革・行政
評価 

【行政評価の実施】 

・効果的で効率的な行政運営を行うため、行政活動の成果を把握し、市民の視点か

ら行政サービスの改善を進めていく行政評価を行い、次年度の予算に反映させて

います。 

(47)広域連携の推進 

【近隣市町との連携】 

・効率的な行政運営のため、市民サービスに直結するごみ処理や消防など、近隣市

町と連携して事業を行っています。 

(48)財政 
【適切な財政管理の推進】 

・市政運営に必要な予算の財源確保と歳出予算の効率的な配分を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの進め方 
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(49)まちの顔づくり 

【にぎわいづくりの推進】 

・市役所周辺のまちの中心で交流や集いの場として、図書館機能や生涯学習機能を

併せ持つ図書館学習交流プラザ「サンライブ」を開館するなど、にぎわいづくり

を進めています。 

【鉄道駅周辺の魅力の向上】 

・本市の玄関口である鉄道駅周辺において、足を止めたり集まったりできる、魅力

ある空間づくりを進めています。 

(50)ＳＤＧｓの推進 

【ＳＤＧｓ※の普及・促進】 

・みよし市ＳＤＧｓ推進宣言を定め、ロゴマーク作成、イベント、出前教室の開催

などを行っています。 

 
※ＳＤＧｓ…「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。平成

13(2001)年に策定されたミレニアム開発目標の後継として、平成 27(2015)年９月

の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」に記載

される令和 12(2030)年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17のゴ

ールと 169のターゲットから構成されている。 

(51)デジタル化の 
推進 

【自治体ＤＸ※の推進】 

・令和３(2021)年８月に「みよし市デジタル化推進構想」を策定し、市民の利便性

向上や行政の効率化、地域のデジタル化を目指し、証明書発行窓口などでのキャ

ッシュレス化・行政手続きのオンライン申請などの取組を段階的に行っています。 

 
※ＤＸ…Digital Transformation の略。最新のデジタル技術やデータを活用して、

生活やビジネスをより豊かに変革させること。 

 
 

その他 

 


